
平成２５年１０月

法務省入国管理局

技能実習制度の見直しに関する
今後の検討事項等について



外国人技能実習制度に関する主な要望

■

 

外国人技能実習制度を拡充の方向で同制度の見直しを行うべきとする意見

外国人研修・技能実習制度の期間延長（平成２５年３月２２日

 

（社）日本経済団体連合会）
期間（１号及び２号，合計３年）が終了し，一定レベル以上の技能を身につけた技能実習生が，より高度な技能もしく

 
は多能工として必要な関連技能を身につけるため，更に２年程度の技能実習を可能とする制度を創設すべきである。

 
その際，技能実習生は，専門職として技能検定に合格したものに限定し，また，実施機関についても，当該実習生が１

 
号及び２号で技能を修得した同一の機関でかつ新たに創設する優良機関認定制度で優良と認められた機関（企業単

 
独型及び団体監理型とも）に限定するものとする。

「平成２６年度中小企業対策に関する要望」建議について（平成２５年６月２１日

 

大阪商工会議所）
外国人研修・技能実習制度における技能実習期間は最長３年で再延長の制度がなく，高度な技術取得により優れ

 
た技術者・技能者を育成するという当該制度の目的を達することが困難であり，実習生・雇用する中小企業双方にとっ

 
て効果が限定的となっている。
そこで，技能実習期間を１０年程度まで延長するよう検討されたい。さらに，中小ものづくりを支える有能な技術者・技

 
能者を確保するため，同制度終了後，例えば中央職業能力開発協会などが実施する技能検定で一定水準以上の技

 
能・技術・知識を修めた者については，就労資格を与えるなど優遇制度を創設されたい。

中小企業施策の充実を求める要望書（平成２５年８月２１日

 

全国中小企業連合会

 

全中連協同組合連合会）
外国人技能実習生受入れに関して平成２０年３月２５日に閣議決定された，規制改革推進のための３ヵ年計画のうち，

 
「３年間研修・実習の終了後，再度技術研修のための２年間再入国制度を設けること」について，早急に措置を求める。
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外国人技能実習制度に関する主な要望

外国人技能実習制度の早急な廃止を求める意見書（平成２５年６月２６日

 

日本弁護士連合会）
入管法改正後の新制度下においても，多くの問題事例が発生しているのであって，制度の抜本的な見直しが喫緊の

 
課題であることは，改正法施行後３年経過した今日に至っても何ら変わることはない。したがって，外国人技能実習制

 
度は，これを速やかに廃止するべきである。
また，外国人技能実習制度を廃止した上で，非熟練労働者の受入れを前提とした在留資格を創設し，外国人を受け

 
入れることについて，その是非，その範囲，制度が変更されるまでの間の現在の技能実習生の処遇などを，外国人の

 
人権にも配慮した上で，早急に国会などの場で十分に検討するべきである。

■

 

外国人技能実習制度の厳格化の方向で同制度の見直しを行うべきとする意見

２０１４～２０１５年度

 

政策・制度

 

要求と提言（平成２５年９月１９日

 

日本労働組合総連合会）
「国際貢献」という制度本来の趣旨を逸脱し，劣悪な研修・労働条件や賃金未払い，失踪，人権侵害など，入管法違

 
反や労基法違反の運営が行われないよう，制度改正の効果を注視するとともに，制度の見直しを進める。外国人技能

 
実習制度に関連する劣悪な内容での契約締結などを解決するため，公的機関・民間企業を問わず，不正行為・違法行

 
為のあった外国人実習生の送出し機関・受け入れ機関がこの制度に関与できないよう，規制を強化する。

■

 

外国人技能実習制度の廃止の方向で同制度の見直しを行うべきとする意見
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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の
出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案に対する附帯決議（抄）

■

 

衆議院法務委員会

 

（平成２１年６月１９日）

十

 

本法による外国人研修・技能実習制度の見直しに係る措置は，外国人研修生・技能実習生の保護
の強化等のために早急に対処すべき事項についての必要な措置にとどまるものであることにかんがみ，
同制度の在り方の抜本的な見直しについて，できるだけ速やかに結論を得るよう，外国人研修生・技能
実習生の保護，我が国の産業構造等の観点から，総合的な検討を行うこと。

十三

 

本法による外国人研修・技能実習制度の見直しに係る措置は，外国人研修生・技能実習生の保
護の強化等のために早急に対処すべき事項についての必要な措置にとどまるものであることにかん
がみ，同制度の在り方の抜本的な見直しについて，できるだけ速やかに結論を得るよう，外国人研
修生・技能実習生の保護，我が国の産業構造等の観点から，総合的な検討を行うこと。

■

 

参議院法務委員会

 

（平成２１年７月７日）
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外国人受入れ制度検討分科会における技能実習制度の見直しに関する検討スケジュール（案）

制度の成り立ち，法改正の経緯，現状と課題等について，法務省等から説明

上記の論点整理を踏まえ，技能実習制度の見直しについて分科会において検討
※

 

必要に応じ出入国管理政策懇談会に中間的に報告

関係者等へのヒアリングの実施
（ヒアリング先案）
日本経団連，日本商工会議所，全国商工会連合会，全国中小企業団体中央会，日弁連，連合，
ＪＩＴＣＯ，監理団体・実習実施機関

 

等

ヒアリング及び議論を踏まえた論点整理

分科会としての報告書案とりまとめ

出入国管理政策懇談会に報告

平成２５年１０月

現状と課題等について
当局側より説明

平成２５年１２月～
平成２６年３月

関係者等への
ヒアリングの実施

平成２６年４月～

制度の見直し
について検討

報告書案の
とりまとめ

懇談会に報告
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